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第１５回 武蔵野市における地上部街路に関する話し合いの会

会場：武蔵野商工会館４階市民会議室

日時：平成２５年７月５日（金曜日） １９時～２１時

構成員（敬称略）

出席者）濱本勇三、中村和子、河田鐵雄、古谷圭一、大島陽一、西村まり、糸井守

黒木泰二郎、城戸毅、佐薙誠、恩田秀樹、山家恭介、小口新吾、安西崇博

資料一覧

次第

資料１５－１ 第１４回議事録

資料１５－２ 第１４回議事要旨

資料１５－３ 第１４回話し合いの会における東京都及び国土交通省の回答に対す

る意見（古谷構成員）

資料１５－４ 武蔵野市地上部街路話し合いの会資料９－６に関する質問参考資料

（古谷構成員）

参考資料 第１４回ご意見カード

（再配布資料）

資 料 ９ － ３ 東日本大震災を踏まえた道路の必要性について

資 料 ９ － ５ 外環の地上部街路（外環ノ２）についての主張（確認）

（濱本構成員提出資料）

資 料 ９ － ６ 東京外かく環状道路の主な経緯（「外環の２」「武蔵野市」を中心

にして）（西村構成員提出資料）

資料１０－３ 外環ジャーナル No.９
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資料１４－４ 外環の地上部街路に関する必要性（整備効果）データについて

（武蔵野市版）（更新版）
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（事務局）

それでは、予定時刻になりましたので、ただ今から「武蔵野市における地上部街路に関

する話し合いの会」を開会いたします。本日も夜分お忙しい中、ご出席くださいましてあ

りがとうございます。私は事務局を担当いたします、東京都都市整備局都市基盤部外かく

環状道路担当の桑原と申します。よろしくお願いいたします。

まず注意事項を申し上げます。携帯電話はマナーモードにするか、電源をお切りいただ

きますようお願いいたします。会議中は進行の妨げになりますので、私語や拍手などはご

遠慮いただきますようお願いいたします。また、会議中の撮影につきましてもご遠慮くだ

さい。なお、取材におけるカメラ撮影は資料確認が終わるまでとさせていただきます。本

日の話し合いの会では、議事録を作成するため録音を行っております。マイクを使わず発

言された場合、録音できない場合がございます。発言の際には、挙手をして司会者からの

指名後、マイクを使用して発言してくださいますようお願いいたします。また、東京都で

は５月から１０月まで節電および地球温暖化防止の一環として軽装により執務を行ってお

ります。ご理解いただきますようお願いいたします。最後に、本日の終了予定時刻は午後

９時とさせていただきますのでご協力お願いいたします。

続いて資料の確認をさせていただきます。今回もこれまでと同様に、構成員の皆様には

既に配布させていただいた資料については、当日お持ちいただくこととなっております。

本日は、次第の右端に明記されている資料を使用する予定です。資料をお持ちでない方、

また、資料が不足している場合などございましたら、お近くの担当者にお知らせください。

それでは資料確認は以上です。カメラ撮影につきましてもここで終了とさせていただき

ます。司会者と副司会者は、前回同様、渡邊さんと村井さんにお願いしております。ここ

からの進行につきましては司会者の渡邊さんにお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。

（司会）

はい。ただ今ご紹介いただきました渡邊と村井でございます。

本日の進め方について最初に事務局のほうから説明をお願いいたします。

（事務局）

お手元の次第をご覧ください。この後、次第２では、議事録、議事要旨の確認を行い、

次第３では、前回、西村構成員、濱本構成員から資料の説明は行っていただきましたので、

今回は質疑応答、意見交換から行ってまいります。次第４では、城戸構成員、黒木構成員、

東京都から提出された資料の説明を行い、質疑応答を行います。次第５では、資料１４－

４を用いて、地上部街路による必要性について東京都から説明を行い、資料９－３に関す

る質疑を含め質疑応答を行います。次第６では、資料１０－６を用いて、地上部街路によ

る必要性(影響)について東京都から説明を行い、質疑応答を行います。次第７では、古谷構

成員から提出された資料の説明を行っていただき質疑応答を行います。以上になります。
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（司会）

はい。ありがとうございます。それでは、お手元の次第に従って進めてまいりたいと思

います。次第２、議事録、議事要旨の確認について。事務局から説明をお願いいたします。

（事務局）

今回、第１４回の議事録と議事要旨について、事前に構成員の皆様に送付させていただ

き、事前にご確認いただいたものを今回配布させていただいており、議事録および議事要

旨はこれで公表させていただければと思います。以上です。

（司会）

ただ今、事務局から説明がございましたが、この形で構成員の皆様、公表してよろしい

でしょうか。

はい。それでは、この形で事務局から公表することになりますのでよろしくお願いいた

します。それでは、次第３に進みたいと思います。次第３では、前回、濱本構成員、西村

構成員からそれぞれ提出いただいた資料の説明を行っていただきました。今回はその質疑

応答からということになっております。ただ、古谷構成員から西村構成員の件について挙

手がございましたが、後日、文章で資料として提出がされました。これは後日ということ

でよろしくお願いいたします。

では、早速ですが、ご意見のある方から挙手して発言していただきますようよろしくお

願いいたします。はい、中村構成員。

（中村）

西村さんの１番の件なんですけれども、３ページの２００７年４月のところで附属街路

は廃止とありますけれども、外環の２と附属街路というのはどう違うんでしょうか。

（司会）

はい、小口構成員。

（小口）

外環の２は私ども地上部街路とこの会では申し上げていますので、地上部街路という形

で説明させていただきます。まず、外環の地上部街路と申しますのは、目白通りから東八

道路間、約９キロ、外環本線の両側にですね。昭和４１年に計画決定された都市計画道路

でございます。幹線道路としての東京都の都市計画道路のネットワークを構成する道路と

して計画された道路でございます。

一方、附属街路と申しますのは、中央高速道路から東名高速道路までの区間、この区間

は外環本線が高架式で計画されましたので、その沿道からの出入り等のサービスのために

計画された片側幅員６メートルの道路でございます。附属街路につきましては、外環本線
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が地下方式に平成１９年に都市計画変更されたと同時に、サービス道路としての機能も必

要なくなりましたので、附属街路を廃止したということでございます。

（司会）

はい。ありがとうございました。中村さん、よろしいですか。ほかにございますか。

はい、濱本構成員。

（濱本）

西村さんの資料でお聞きしたいんですが、これは西村さんにまず聞きましょう。平成１

８年、２００６年なんですけれども、このときに東京都はですね、多摩地域における都市

計画道路の整備方針ということで概要書が出て、それから決定したと思うんですが、この

ことがなぜこの資料に載らないのかということと、それから、東京都については、後ほど

私のものの質問の中で申し上げますけれども、このことについてどのような決定の仕方を

したのか。それを質問します。

（司会）

はい。西村さん、２点ございましたけれども。

（西村）

１点目でよろしいですか。

（司会）

ええ。よろしくお願いします。

（西村）

はい。私がつくりました東京外かく環状道路の主な経緯というのは、かなり抜けている

ところがあると思います。今、濱本さんがご指摘なされたところも、私の中ではいわゆる

第三次事業化計画、多摩地域における都市計画道路の整備方針ということで頭にはあった

のですけれど、優先道路ではなく要検討の道路ということで、まあ載っていることは載っ

ていたのですが、私としては、初めのときに省いてしまった後、復活しなかったというこ

とです。

ついでにちょっと話すと、例えば、同じようなことで、４ページをお開けください。平

成２１年に対応の方針というのが出ていますけれども、これなどにつきましても、本当は

その前から、その前の年の１０月から１２月にやっていた地域課題検討会、総まとめとし

ての対応の方針ということでかなり重要な部分を占めるんですが、紙面の都合もあるんで

すが、ごく簡単に１行にもならない状態で入れております。だから、こうしたものも含め

まして、皆様が補足していただきたいと思いますし、これの使い方も、前に申し上げまし
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たように、いろんな形で利用していただければと思います。ご質問よりはみ出ましたけれ

ども、以上です。

（司会）

はい。ありがとうございました。これはあれですか、西村さんがつくった資料は非常に

細かくていいんですけれども、行政側ではこういうのをつくっているの？ こんな細かく

はつくれないと思いますけれども、何かあるんですかね。はい。小口さん。

（小口）

私どもは経緯につきましては平成２０年３月に出したパンフレットですとか、この会で

も、経緯ということでご紹介させていただいたときに経緯という形でまとめさせていただ

いたものは出してございます。ただ、西村さんの経緯のようにかなり細かくまとめていた

だきましたけど、ここまでなかったと記憶してございます。

（西村）

よろしゅうございますでしょうか。

（司会）

はい、西村さん。

（西村）

行政がお出しくださったものは大体 A４／１枚にまとまる程度だったと思うんです。つく

った目的が違うということも言えると思うんですけれども、私の場合は、外環の２のこと

を考える中で、私自身の整理もありましたし、皆様に問題提起の意味もありました。もし

時間があれば、各々ページについてもっとお話ししたいことがいっぱいあったのですが、

この間の流れを見ておりまして、これ以上お時間をいただくことは無理だと思っておりま

した。今後の話の中で、また時に応じて出させていただきます。

（司会）

はい。ありがとうございます。大変貴重な資料だと思いますので、皆さん、大事に保存

していただければいいし、西村さんも追加はまたひとつ機会があればよろしくお願いいた

します。濱本さんの質問のもう１点についてはどうでしょうか。はい。安西構成員。

（安西）

多摩地域における都市計画道路の整備方針の策定時期というご質問だったかと思います。

平成１８年４月に東京都と２８市町で取りまとめております。平成１８年４月に方針をま

とめるにあたっては、平成１７年８月に中間まとめを行いまして、一般の方々のご意見、
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パブリックコメントを頂いた後、平成１８年４月に取りまとめた形になっております。な

お、この整備方針の中で外環の地上部街路については要検討路線という位置づけになって

ございます。以上です。

（司会）

はい。ありがとうございました。濱本構成員、どうぞ。

（濱本）

後ほどお聞きしようと思ったんだけれど、今はそういう答弁なので。私の質問書にも出

ていますけれども、この多摩地域における平成１８年２月都市計画の整備方針第三次事業

化計画（案）概要版ですね、これは一応３月のときに案が出ました。概要版がね。概要版

の裏側に整備方針（案）への意見提案の募集要項が記載されておりますが、中身の中に入

っていると思いますけれども、そこで住民の意見を聞くという会があると思うんですよ。

その話が出たのはですね、その年の３月３日のＰＩ協議会で話し合いがありまして、東京

都の今の部長さんが課長に就任されて出席された時ですが、そのことについて答弁された

と記憶しておりますが。私が質問したのはですね、３月のその３日の日に質問してですね、

そのときの回答として、そのことについては住民の意見を聞いてするということであった

んです。まあそれは結構なんですけれども、ただ、今報告があった概要書ではなくて、こ

の４月に発表された「多摩地域における都市計画道路の整備方針（第三次事業化計画）」の

資料ですけれども、これがその３月のときに私がもう手元にあったんですよ。手元に。こ

れ。これが第三次計画の決定版でしょう。これ以外は出ていないでしょう。これ、なぜ３

月３日のこの時に今述べた第三次事業化計画の決定版が発行されているのですか。３月の

ときになぜこれが出たんですか。これが。

それで、東京都は、この私の概要書の案について質問したときに、改めて山口部長は決

定版を５月に発表しますと。決定をね。これは、これじゃありませんねって確認したわけ。

ＰＩ協議会の第１７回の協議会の議事録を読んでもらえれば分かりますけれども、私が今

日質問したのも入っていますけれどもね。なぜ今、これ４月に決定したなんて言われるん

ですか。３月１５日までに意見を聞いてですよ、それで、その後にですね、これをまとめ

てやると。ところが、４月に発行された決定版が私のところに、３月のＰＩの席上では手

元にあるのですが、これをこのようにしてですね、ＰＩ協議会で質問したんですよ。ねえ。

そのときの担当課長、山口部長もそうだし、東京都の課長もそうだけれども、このことに

ついては一応謝罪したような形で、必ず５月には新しいものを出しますと言われて、それ

が決定だということなんですよ。これで決定されたら困るんですよ。ねえ。だって３月の

ときにこんなもの出たって。何のためにこの資料をね、意見書を出すんだって。ここに意

見書を取るようになっていたでしょう。これ。ここに。ね。そういうことで決定している

んですよ。

東京都はこういうことを。これを後でもう一度、私質問しますけれども、これは今の答
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弁おかしいと思うよ。今日はいらっしゃいませんけれども、ＰＩ協議の中にね、まあ２～

３人お出でになっていますけれどね。聞いておりますけれども。また傍聴の方も一緒に聞

いているんだけれども。平成１８年３月３日に私が質問したときに、この概要書で質問し

てですよ、これから住民に意見を聞きますと。それから、概要書のことについてもですよ。

もっと言えば、概要書のときも意見を取ったっていうんだけれど、実際何件ありましたか

とお聞きしたら、ゼロ件だったんですよ。東京都の答弁は、何も意見を受付していないの

ですよ。何もいっていなくて勝手に決めた様になっているのですが。

それで、このことについて、この決定、概要書じゃなくて決定したものが、私の手元に

その３月３日開催されたＰＩでもう平成１８年４月発行の決定版を頂いているわけですよ。

それをあなた方は今これで決定しましたって言ったでしょう。言いましたよね。間違いな

く。それは決定じゃないですよ。あのときこれ５月に決定した。３月の資料。住民から意

見を聞いたものを完了して、それでもう一度決定しますという言い方したんだけれども、

それが決定されていないんですよ。どこで決定したのですか。決定した新しいものがある

なら見せて下さい。

（司会）

はい、小口さん。

（小口）

その件につきましては、決定の経緯について、再度、しっかり調べてご回答させていた

だきたいと思います。

（濱本）

私も意見を出していますよ。

（小口）

ＰＩ協議会の議事録等も再度しっかり調べてですね、再度これは確認させていただいた

うえでご回答させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

（濱本）

ちょっと待ってください。もう１回。

（司会）

濱本さん、ちょっといいですか。この議論はちょっと参加できない人ばかりがたくさん

いるんですよ。
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（濱本）

いや。でも大事なことですよ、これ。

（司会）

大事なことでも…。

（濱本）

武蔵野だって。

（司会）

いやいや。大事なことでも、私も全然その経過は分からないし。

（濱本）

いや。経過が分からないから。

（司会）

それはそうなんですけれども。

（濱本）

説明が入っているでしょう。質問書の中に。

（司会）

例えば、濱本さんが３月にもらった理由、もらった時点というのは、どういう経緯で濱

本さんのところへそれが入ったのかっていうのは、我々全然分からないんですけれども。

それはＰＩでもらったんですか。

（濱本）

あのね、今、小口さんがちょっと言われたけれど、私の質問書の中に出ているでしょう。

第１７回の議事録読んでこなかったのですか。

（小口）

読んできました。

（濱本）

読んできたら答弁できるでしょう。それで、先輩のおたくの部長が今、課長のときだか

ら、上司に聞いてくればいいじゃない。
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（司会）

はい。小口さん、どうぞ。

（小口）

決定の経緯につきましては、大変恐縮でございますが、再度調べさせていただきたいと

思っています。ただ、私どもはいつ発表されたのでしょうかと、それとどのような確定内

容なのでしょうかということにつきましては、先ほどご説明させていただいたとおりでご

ざいます。

（司会）

はい、古谷構成員。

（古谷）

これは私の資料とは別ですけれども、今の小口さんの質問ですが。決定されたというこ

とは、そのＰＩ会議では決定しないで、これからやるって決定してたはずなんですよね。

それが決定しているということは、小口さん、それは話が違うと思いますよ。都の理解で

は、その３月に決定したということになっていますぐらいの説明だと思いますよ。せいぜ

い答えられるのは。

（司会）

はい、小口さん。

（小口）

先ほども答弁させていただいたとおり、その決定の経緯につきましては再度しっかりと

調べさせていただきまして、またこの会議でご報告させていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。

（司会）

はい。そういうことで宿題ということで、よろしくご理解いただきます。古谷さん、ど

うぞ。

（古谷）

はい。だから、今の段階では、決まっているんですか、決まっていないんですか。とい

うことは、ペンディングじゃないんですか。小口さん、そこでは今決定しますっておっし

ゃいました。そのおっしゃったのは、そっちの理解だけであって、ファクトとしては、フ

ァクトとしては、まさに宙に浮いている状態だというのが私は客観的な答えだと思います。
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（司会）

はい、小口構成員。

（小口）

多摩地域における都市計画道路の整備方針（第三次事業化計画）については決定してご

ざいます。ＰＩ協議会も含めての決定の経緯につきましては、再度私どものほうで詳細に

調べさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

（司会）

はい。ありがとうございました。すみませんが、そういうことですので、後日また整理

をしていただいて説明、回答していただきたいというふうに思います。他にございますか。

はい、河田構成員。

（河田）

話が前後して申し訳ないように思うんですけれども。私が手を挙げたのに指名されない

で、そのまま先へ進んだ。西村構成員の先ほどの答弁といいましょうか、やり取りの中で、

私も大変よく拾い上げてまとめていただいたものだと思うんですけれども。あれだけの資

料をですね、この前のこの場における報告と若干の質疑応答だけで終わらせてしまうのは

実にもったいない。ただ今ご本人も、「まだ言うことはたくさんあるんですが」という含み

のある発言もされておりましたけれども、あれは是非ですね、もう少しメリハリをつけて

ですね、このポイントはこういう意味で重要であって、現在においてもこういう影響があ

るんだというような解説も含めてですね、解説というか、まあご自身の理解でも結構なん

ですけれども、そういうことでここで披露していただかないと。単に、これを配って、皆

さん見てくださいといって、人に責任を転嫁するような言い方でなくて、自分でひとつお

っしゃっていただければありがたいと思います。まあ次回でも是非ご用意いただいてです

ね、そのお出しになった資料についての西村解釈をきちんとやっぱり報告していただけれ

ばと思っております。以上でございます。

（司会）

はい。ありがとうございました。河田さん、すみません。他意はございません。たまた

ま目に入らなかったものですから、申し訳ございません。

西村さん、またあれですね、準備会の中でこれについてはもう一度議論いただいて、こ

の会議の中でどうするか。今ちょっと時間があれでしょうから。そういう形でもう１回検

討して。今、河田さんがおっしゃった件について、できるようであれば。

西村さん、何かございますか。はい、どうぞ。
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（西村）

傍聴者のコメントの中にもございましたし、やはり私としてもこれでいいのかとは思っ

ておりました。１個だけ今言わせていただくとしたら、先ほど申し上げた、あの検討の方

針の取りまとめの前に、地域課題検討会というのがございました。いわゆる地域ＰＩなん

ですけれどね。それの記録集が出ておりまして、その中で外環の２が９ページから１０ペ

ージ、かなり小さい字、９ポイントぐらいの字でぎっしり書いてあります。それはもうほ

とんどが、まあ１００人前後の構成員でそのときは話し合ったんですけれど、それがほと

んどが外環の２に対する懸念の意見でした。こういったものを背景にして、私はやっぱり

しゃべっているというのがあるわけですので、そういったことは是非皆さんに述べさせて

いただきたいと思っていました。今後のことは今、司会者がおっしゃったように、次の準

備会なり何なりで皆様にお考えいただくということで結構です。

（司会）

はい。じゃあ河田さんがおっしゃったようなメリハリのあるような形でポイントを整理

していただいて、どういう影響があるのかとか、そういうものを含めて、コメントをつけ

ていただきながら、もし時間があればつくっていただいて、次の準備会の中で１回議論さ

せていただきたいというふうに思います。

（古谷）

はい。

（司会）

はい。古谷構成員、どうぞ。

（古谷）

これは今日の、まあこの前出した私の資料ですね。後になっていますけれども、西村さ

んのはさらにその後になるということでしょうか。つまりですね、この西村さんと、これ

からの濱本さんのについて、いろいろなことでそういう追加のいろんな書類、資料という

のはまた出てくる。それはそのたびごとに後ろにいくということになると、何が何だか分

からなくなっちゃいはしませんか。

（司会）

はい。そのまま準備会の中で、まあ同じような案件であれば一緒にやっていけばいいと

思うんですよ。ただやはり、順番でと言っては申し訳ないんですけれども、ずっと資料を

提出したままの方もいっぱいおりますので、まずそれをやらせていただきたいというのが、

これまでの準備会の中でもお願いして了承されている思います。ただ、今、古谷さんのお

っしゃった発言につきましては、西村さんの関連もございますから、これはまあ一緒にや
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るほうがいいでしょうというふうに思っていますけれども。これも準備会の中でもう一度

調整させてください。

はい。ほかにご質問等ございますか。はい、中村構成員。

（中村）

濱本さんの主張についてですが、私も濱本さんと同様、高速道路と今話している外環の

２は最初から一体だと思っています。それと濱本さんが出した一番最後のページの図柄な

んですが、昭和４１年には自動車専用道路となっているところ、２０年以降、１７年ごろ

からだと思いますが、外環の２というふうになっている。その説明をしていただきたいと

思います。

（司会）

はい。小口構成員、どうぞ。２点ございますので、お願いします。

（小口）

まず一体という話について、私から東京都の考え方を述べさせていただきます。濱本さ

んの言う一体の意味が、二つの道路を組み合わせて一つの道路として成立するといった意

味での一体であれば、高速道路の外環と外環の地上街路はそれぞれ別の目的を持ち、それ

ぞれが独立した道路として計画されております。濱本さんの言う一体がそういう意味であ

れば、一体ということには当てはまらないのではないかというふうに考えています。

また、昭和４１年にはそれぞれ別の目的で計画された二つの道路について、構造上、外

環の地上部街路の中に外環本線を収容するというように計画しました。つまり、形状は一

体的な様相を示しておりますが、それぞれに持たされた役割や道路の持つ機能は異なって

おりまして、外環本線が地下に移ったことにより、地上部街路の持つ機能のうち本線の収

容空間としての役割は不要となりましたが、そのほかの一般街路としての役割はまだ残っ

ている状態でございます。都や国で策定した構造図については、一つの道路という誤解を

招くような記載なのかもしれませんが、決して一つの道路という意味ではございません。

また構造図の話でございます。

（城戸）

ちょっと議事進行について。

（小口）

構造図につきましては、昭和４１年のときの都市計画決定されたものだというようなご

指摘だと思うんですが、実は、昭和４１年の都市計画法、旧法でございますが、そのとき

はいわゆる図面というか、都市計画決定図書というものが法律上位置づけられていません。

現実的に、現在東京都が保管している資料というのは、濱本さんに出していただいた構
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造図は保管してございません。現実的には東京都が保管している資料というのは、都市計

画決定した図面３,０００分の１の平面図、それと起終点や経過地、幅員等が書かれた一覧

表、それがあるのみでございます。それについてはこの会でも何度かご紹介しているとい

うようなところでございます。

（司会）

はい。中村さん、よろしいですか。城戸構成員、議事進行ということですので、何かご

ざいますか。

（城戸）

西村構成員の資料についての質疑、意見は終わったんですか。そこのところ、終了した

というあれがなしに、次に、②のほうに移ってしまったように思いますけれども。

（司会）

前から言っているとおり、①と②は先に説明をさしていただいて、同時に、終わった段

階で質問をしていただくと、また意見を言っていただくという形になっていますので。ま

あこっち行ったりこっち行ったりしていますけれども、別にそういう意味ではございませ

ん。

（城戸）

それは構わないんですか。前後することは。

（司会）

はい。ただ、できるだけね、分かりやすくするためには、どっちかで一つずつやってい

ったほうがいいのかと思うんですけれども。後から手を挙げて、またその意見出てきます

ので。今のところはこの二つについて同時に進行しているというふうにご理解いただきた

いと思います。ただ、西村さんのものについてはですね、まだ古谷さんなんかもご意見が

ございまして、また後で出てくると思いますので、まあできれば、それがなければ、濱本

さんのほうの件についてご意見ご質問をいただければというふうには思っておりますが、

決して、そうしろというわけではございません。よろしいですか。

（城戸）

はい。分かりました。

（司会）

はい、中村構成員。ごめんなさい。その前に糸井構成員が手を挙げていましたので、申

し訳ございません。
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（糸井）

濱本構成員の一体化しているという話については、一番当初から私たちは全くそのとお

りだと。急にふってわいたように小口構成員が説明されたような話になってきている。そ

れはですね、客観的な情報として、外環が４１年に計画されて公表されたときに、いろん

なメディア、あるいは知事、それからここに書いてあるように建設大臣が現地に来たとか、

そういう客観情報がたくさんありますから、そういうのを１回まとめていただいて、メデ

ィアの記事、それから映像情報もまとめていただいて、それをここでみんなで見て判断す

るというのも一つの方法かと思うので、それをやっていただきたいと思います。

（司会）

はい。どうでしょうか。はい、小口構成員。

（小口）

今、糸井さんからご要望のあった件につきましては、どういう形でできるか分かりませ

んが、ちょっと努力してみたいと思います。それと、客観的証拠というようなお話があり

ましたので、私どもが別だと言っている意味としては、都市計画決定が別だ、別の都市計

画だということもございますし、そもそも都市計画を議論する都市計画審議会の議案説明

の中で、外環の地上部街路と外環本線の高速道路については別々に説明されているといっ

たようなところもございます。そういったところもありまして、当然のごとく別の計画だ

というふうに私どもは申し上げているといったところでございます。

（司会）

はい、中村構成員。

（中村）

今説明がありましたとおり、別々だということですが、２００７年、区市町意見回答の

中に武蔵野市長として、外環本線地下化の都市計画変更に賛成、外環の２については本線

と一体のもので、本線地下化によって都市計画変更が必要な路線であるというような意見

が出ているんですが、市長がこういうふうに言うわけですから、私たちは当然一体だと最

初から思っているし、本線が地下化になった時点で、外環ジャーナルにも書かれていまし

たとおり、地域は分断しないということを書かれていましたし、私たちはそういうことで

地上は当然一体のものであるからなくなったと思っていました。

（司会）

はい。どうですか、市長がおっしゃったことについては。特にありますか。

はい、恩田構成員。
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（恩田）

当時の見解は、都市計画決定変更する際に、市長意見を求められた際に、本線の変更に

ついての意見付帯ということで出したと思います。前回というか、前の会のときに、この

一体論について市の考え方はどうなんだというお話を受けましたので、私のほうからコメ

ントさせていただきましたけれども。都市計画の手続き上の話としては、純然と告示行為

がありまして、街路としては別々の都市計画であると。ただ、市としても、今までの都市

計画決定される、その当時での議論の中では、やはり外環本線があったから今の地上部街

路という話も出てきている話なので、そういう意味では本線ありきの議論をしてきた。そ

れは本線というのは４０メートルである。外環という問題を４０メートルの、高速道路で

あるという認識のもとに議論をしてきた経緯はあるというふうに認識しています。

（司会）

はい、古谷構成員。

（古谷）

この図ですね。濱本さんの図の、その下のほうのやつがですね、これが昭和４１年決定

の都市計画とやっているんですね。先ほどの小口さんでは、この左上の昭和４１年都市計

画決定の道路構造図というのと明らかに違うんですよね。それは、地下化に伴って、そこ

のところで定義し直した。定義し直したのであって、細かに説明を書き込んだというふう

な小口さんのが聞こえたんですが、どっちなんでしょう。つまり同じ図じゃないんです。

ねえ。同じ図ではないんです。少なくとも上のほうは道の幅が４０メートルであって、そ

して、高架の部分が専用４車線ですか、となっているんですよね。ところが、下のほうを

見ると、そこのところで４０メートル道路が外環の２というのが、ここのところで突然ボ

コッと入っている。それはどういう法律でそういうふうになったのでしょうか。または今

度は、逆にそれを十分に知らせてやったんでしょうか。そこをお聞きしたい。

（司会）

はい、小口構成員。

（小口）

外環の２につきましては都市計画で定められております。住民の方には、その当時、告

示と共に縦覧させていただいているといったところでございます。

（司会）

はい、濱本構成員。
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（濱本）

今の件ね、我々が質問している中で必要で重要な問題なんですけれども。もう一度ね、

私、東京都に聞きたいのは、私の今の図面の中の一番上とですね、真ん中のたたき台のと

きの４１年の決定の図面と、それから一番下の平成１７年ごろから出されている、この４

１年都市計画決定の図面と全く違うんですよ。皆さんが指摘するように。どこが違うかと

言うと、自動車専用道路というところが、一番下の東京都の案は、４１年決定は外環と書

いてあるんですよ。それは絶対あり得ないんですよ。外環というのは。これは作為的に書

かれたものだと思うんですよ。ねえ。先ほどからいろんな方が上の図面で４０メートル幅

員があって、まあ一体じゃないっていうのは分かっていますよ。何回も言っているように、

法律は、二つの法律がつくられたというのは分かっていますよ。私の確認の中にも書いて

あるように。それはいいんです。だけど、実際にこの外環計画、外環道路計画というのは、

この本線と、今、皆さん言われるけれども、本線じゃない。

自動車専用道路と街路、合わせて外環計画なんですよ。だから、たまたまその計画がね、

４１年に決まったときは皆さんも知らないかもしれませんけれども、知っている方もいら

っしゃるわけだけれども。そういうふうに二つの法律が後で、今、小口さんが言われたよ

うに、外環の２というのは後から都市計画審議会で審議されたんですよ。それは決定の仕

方で分かるように、いろんな、そんなにたくさん外環のことを書いていないんですよ。

小口さんが言われるようなことは、もちろん審議会の報告読んでもらえば分かりますよ。

私、何回も言っていますからね。そうじゃなくて、今も武蔵野市も言ったように、そうい

う法律が二つでもって外環計画道路としてつくられたものですけれども、実際にこの四十

何年間は一体として外環の計画ということで議論されているし、また、そういうことで皆

さんが話し合いをしていったわけですよ。それでね、何回もＰＩ協議会のこと言うわけじ

ゃないんですけれども、そこでも、なぜ本線の外環の地下化だけを先に取り上げたという

ことも東京都は十分承知だと思うんですよ。ねえ。後ほど外環の２についても都市計画変

更する前に決定するというような話で、我々はそのことについて認めて、本線というか自

動車専用道路の地下化についての議論を先にするということをしたわけです。なぜ「自動

車専用道路」をこの時、外環本線と呼ぶようになったのですか。本線と街路は一体の計画

であることを都も認めているから、自動車専用道路部分を本線と呼ぶことになったのです

よ。ですから、そのときのＰＩでもそうだし、国から、この平成１７年のあなた方が出し

たその資料、前は全てこの昭和４１年の計画の図面でやっているわけですよ。それがね、

なぜ平成１７年ごろから東京都が三つの案を出されたころから、この４１年の図面はこう

いうふうに変わってきているんですよ。なぜ替えなければならなかったのかと言うことで

すよ。こういう図面はないはずなんですよ。どこでつくったんですか、この昭和４１年の

図面は。それを聞きたいんですよ。そんなのないでしょう。ここに。この図面はここにあ

りますか。これしかないよ。勝手につくっている。
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（司会）

はい、安西構成員。

（安西）

濱本構成員の資料の一番下の図面の出典についてということだと思います。これについ

ては、平成２０年３月に東京都で公表いたしました外環の地上部街路についてのパンフレ

ットの中に記載をしている図面でございます。

（濱本）

１７年から出てるんでしょう。

（河田）

４１年と書いてある。

（司会）

１７年からということなんですけれども、どうでしょうか。はい。濱本さん。

（濱本）

安西さんね、私は何年からこれつくったのかということを聞いているわけじゃないのよ。

なぜそういうことを使ったのかということを聞いたんですよ。勝手に。４１年につくった

図面を使わないで。そこを聞きたいわけですよ。そこがね、あなた方のね、姑息なやり方

ですよ。はっきり言って。みんなそうじゃないですか。多摩地域の都市計画整備方針問題

だってそうだし。間違いなら間違いとはっきり言ってくださいよ。

（司会）

はい、小口構成員。

（小口）

間違いということではなくてですね。過年度、経緯の中でいろいろと断面図が出されて

きたということで、濱本構成員から紹介があったと。それで今回、東京都で平成１７年、

あるいは２０年に出してきた断面図が今までのとは違うだろうと。それはちょっと作為が

あるんではないかというようなご質問だったと思いますが。私どもとしては、先ほども申

し上げましたとおり、外環の地上部街路と高速道路の外環は、別の道路というふうに考え

てございます。今回、平成１７年であったり平成２０年であったり、そのような時に東京

都から出させて公にさせていただいた断面図につきましては、外環の地上部街路を皆様と

話し合いをするという意味で、それを分かるような形で書かせていただいたというような

過程でございます。決して今まで隠していたとか、分かりにくくしていたとか、そういう
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意味ではございません。

（司会）

はい、古谷構成員。

（古谷）

まあその場には私いないんですけれども、今のお答えですとですね、これはこう変わり

ましたとか、ここはこう説明したということを説明されたんですか。住民に。つまり、そ

のことなしにですね、変わったら、そして、それでもって縦覧をしましたから済みました。

まあそれは普通のやり方かもしれませんけれども、誰も知らないわけですよ。住民も市

も。市長さんも。それで説明したことになるんでしょうか。また、今度はそれがオーソラ

イズされるのはなぜでしょうか。

（司会）

はい、小口構成員。

（小口）

私の先ほどの説明で誤解があるかと思いますが、先ほども中村構成員からご質問があっ

たところで、この断面図につきまして、法定図書ではございませんということで、東京都

としてのお話をさせていただいたところです。従って、縦覧におきましても、この濱本さ

んのほうで出していただいたこの断面図、これを縦覧しているわけではございません。こ

の断面図についての、正直申しまして、出所というか当時そういう図面は出ていたんでし

ょうというのは分かるんですけれども、私ども保管をまったくしていないものですから、

法定図書ではなく、この図面がどういう位置づけにあるのかということは、ちょっと私ど

もには、コメントはできないと思っております。

１７年に変えたとか、２０年に変えたというようなお話をされておりますが、現実的に

私どもこの断面図、昭和４１年、平成１７年、２０年、いわゆる都市計画として決まって

いることに関しては全く変えてございません。ですので、絵の形が少し変わって、見たと

ころ変わっておりますので、すごく誤解を招くような形になっておりますし、また、この

断面図についても十分な説明ができていないのかなと思っておりますが、現実的には同じ

ものを同じような形でお示ししたというふうには考えてございます。

（司会）

はい、河田構成員。

（河田）

意図的じゃないという言い方をしていますけれどね、意図したんじゃないですか。わざ
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とそのパンフレットを読む人が誤解をするようなことをちゃんと企んだんじゃないですか。

私はあなたがここでイエスとは言う気はないかもしらんけれど、我々はそう判断せざる

を得ない。それだけは申し上げておきます。

（司会）

はい、濱本構成員。

（濱本）

あのね、たびたび申し訳ないんだけれどね、小口さん、私は１７年、平成１７年と言っ

たけれども、平成１７年からこういうの出ているんだけれども、じゃあなぜたたき台のと

きにね、東京都さんもここへ来て、最初に説明されたときにも、この真ん中の図面が出て

いるんですよ。これは東京都が認めているんですよ。はっきり言って。昭和４１年の図面

は。じゃあなぜその同じものを下に出せないんですかと私は聞きたいんです。なぜそんな

こと直さなきゃならないんだ。これ作為的じゃないですか。なぜその自動車専用道路がね、

外環と書かなきゃならないんですか。ここが問題なんですよ。ここ外環って書かれちゃっ

たら外環の２というのは生きてくるんです。図面上は。誰が見たって。だけど、上の図面

二つ見てくださいよ。これ都市計画、昭和４１年に決定したのはですね、外環の２も、外

環計画もみんな一つになっているんですよ。東京都は法律を二つに分けて作りましたけれ

ども。

一体というのはそういう意味なんですよ。いろんな説明でも、東京都の説明の中でも一体

で説明しているんですよ。専用道路があるから、外環の２が、街路をつくらなければなら

なくなったのですよ。この間の昭和４１年の計画は。だが、たまたま今度は平成１９年に

計画決定変更したから、自動車専用道路が地下へ入ったから、今、地上部のほうが問題に

なっているわけですよ。そうでしょう。だから、そういうことを考えると、この図面は間

違っていますよ。はっきり言って。だから、あんた方これが正しいと言うなら結構だけれ

ども、私にすれば、住民にすればこれは皆さん方ね、東京都がごましていると言われるの

は当たり前のことでしょう。なぜ、前と同じように書けないんですかっていうことを聞き

たい。昭和４１年のこの図面、たたき台と同じように。あなた方の担当が今の時代だから、

平成１７年頃の担当じゃないから分からないかもしれないけれどね。だけど、そうじゃな

いでしょう。

こういうことはね、昭和４１年からずっと継続してやっているものだから、たまたま都

市計画が変更したときからこんな図面を直すこと自体がね、作為的だと私は申し上げてい

るのですよ。こっちの左の図面はいいですよ。右の図面はそうじゃないでしょうっていう

の。昭和４１年の図面だったら昭和４１年の図面をそのまま載せればいいじゃないですか。

昭和４１年の断面図は法律上位置づけられていなくても、国・東京都も平成１６年までは

認めて使用してきたものではないのか。なぜそれができないのですか。
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（司会）

はい、小口構成員。

（小口）

まず最初に申し上げたいのは、決して作為的にやったということではないということは

申し上げたいと思います。ただ、現実的に誤解を招く形になってしまったことには大変お

詫び申し上げたいと思います。ただ、道路として、高速道路の外環と地上部街路の外環の

２、位置関係を表したということで、ただ単に表させていただいたということでございま

して、決して作為的にやったわけではなく、逆に、外環の２の地上部街路のことを表す、

公にするという意味では、地上部街路を少し際立たせて書かせていただいたんではないか

というふうに考えてございます。現実的には都市計画の範囲の中では同じような形で断面

は書かせていただいているというふうに思っております。

（司会）

はい。ほかにございますか。古谷さんですか。古谷さん、手を挙げているんですか。は

い。古谷さん、どうぞ。

（古谷）

今の小口さんの最後のところ。前のでやっていますという意味は、この上の図でという

ことですか。

（司会）

はい。小口構成員、どうぞ。

（小口）

寸法等が入っているので、正直言って、その寸法までがということになるとちょっと変

わりますけれども、現実的に、外環本線と外環の地上部街路の位置関係を断面にした図で

あることには変わりなくて、都市計画の範囲の中で書いた図で両方とも間違いではないと。

同じものを出しているというふうに思っています。

（司会）

古谷さん、少し整理して１回で言ってください。

（古谷）

ということは、正式には上の図で、けれども、説明のために下のやつをということです

よね。
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（司会）

はい、小口さん。

（小口）

先ほども申し上げましたが、断面図としては正式な都市計画図書ではないと思います。

（司会）

はい。ありがとうございました。はい、中村さん。

（中村）

やはり図が違うというのは一番困るんじゃないでしょうか。私たちは１３年の資料も持

っていますし、１７年の資料も持っていますし、この図が違うじゃ…。橋桁が２本が１本

になってしまったというようなこともありますし、この隣の図は１９年のシールド工法が

もう決まった後の図ですので、こういう形になっていますけれども、右側のほうの図面は

最初から橋桁２本ですし、自動車専用道路というような形になっていますので、それが２

０年ですか、外環の２幅員４０メートルというのはちょっとおかしいんじゃないでしょう

か。

（司会）

はい、小口さん。

（小口）

おかしいというご指摘でございますので、分かりにくかったと。例えば、柱が２本あっ

たり１本あったりするのもおかしいというようなご指摘だと思いますが、確かにそういっ

た誤解を招くというようなご指摘をいただきましたので、今後、そういうことに気をつけ

て資料をつくっていくということはお約束していきたいと思っております。

（司会）

はい。ありがとうございます。はい、濱本さん。

（濱本）

もう一度言っておきますけれどね、申し訳ないけれども、小口さん、その昭和４１年の

決定の東京都のその図面は絶対に間違っていますよ。どなたが見ても。あなたも今チラッ

と申し上げたよね。外環の２を引き出すためにという言い方したんだけれど。確かにそう

だと思うんですよ。この専用道路が外環と書いてあることによって、外環の位置が引き立

つんですよ。だけど、昭和４１年の図面には、そういう図面、断面図はね、あなた方はな

いと言うけれども、こうやってたたき台だとか、４１年の図面がね、私が持っているぐら
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いだから、あなた方が断面図ないっていうことはあり得ないんだよ。そうでしょう。それ

はね、一時の東京都の答弁であって、そういうことで逃げちゃいけないんだよ。だから、

色々な事情はあるでしょうが。こういうこと書きましたとかね、こういうふうにしました

とか、そういうことを明確にしてくださいよ。そういうこと言えるのか言えないのか、は

っきりしてください。

（司会）

はい、小口構成員。

（小口）

すみません。ちょっと誤解を招く表現だったと思います。法定図書として都市計画決定

された断面図は私ども保管してございません。逆に、都市計画としての断面として決定し

ていませんので、公けの資料として取っているということではなく、例えば、当時の雑誌

ですとか、そういったものにはこういう外環の構造図というんですかね、断面図というの

は結構掲載されたりしておりますので、この当時、濱本さんが言った中段の図面、これが

どういう形で書かれたかというのは、私もちょっと調べきれていないんですが、いずれに

しろ当時の資料を参考にして、そのときのたたき台のパンフレットの中に記載したのでは

ないかというふうには考えてございます。

（司会）

はい。ディテール図ではないということですよね。はい、河田さん。

（河田）

すみません。かなり前に糸井構成員がその当時の、もちろん法定の資料であること以外

のパブリッシュされたものであるとか、そういうものをみんなまとめて出しなさいという

発言がありましたですよね。それを努力して出しますと、用意はしますと、あなたはおっ

しゃいましたよね。そういうものをね、まあ見たら一目で、ここに出ている。我々がある

いは理解しているというのが、正しいということが分かるはずなんです。あんまりね、頑

張りなさんなよ。ねえ、小口さん。あんた一人でね、何か台風受け止めるような顔をして

いますけれどね、そんなことでなくていい。さっきから誤解を招いたらごめんなさいと盛

んに言っていますけれども、もっとはっきりね、謝罪します、申し訳なかった、誤解を招

くようなことを書いたのは東京都の責任だと、なぜそうおっしゃらないんですか。私は東

京都の責任だと思いますよ。反省してください。

（司会）

河田さん。議論する場所ですから、もう少し話し方だとか、少し工夫していただけませ

んか。申し訳ありませんが。はい、濱本さん。
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（濱本）

もうこのことについて最後にしますけれどね、小口さん、もう一度だけ申し上げますよ。

今、河田さんも言われたけれども。まあそれはそれとして。たたき台の真ん中に書いた図

面ね。これは、東京都が知らないと言ったらダメよ。

ねえ。だから、それが分かっているならば、当然これは違っているということは分かる

でしょう。東京都の一番下の図面は。そこだよ。だから、私は謝ってくれとかそういうこ

とじゃなくて、正しいものかどうかということを皆さんにやっぱりきちんとしてもらいた

いわけですよ。そうじゃないと、この一対一の、私のね、主張する話ができないわけ。

（司会）

はい、小口構成員。

（小口）

正しいか正しくないかということで答えろということでございましたら、その中段に書

いてあるたたき台のときのパンフレットの図面、これは東京都と国土交通省が出した図面

ですので、こちらも正しいですし、下の平成１７年、２０年に出した、東京都から出した

この断面図についても、こちらも正しいというふうに申し上げておくしかないと思います。

（司会）

はい。ありがとうございます。はい、西村さん。

（西村）

一つはこういうことのために私の年表もあるわけです。西暦で言ってもいいですか。２

００１年、たたき台。２００３年、方針。それから２００５年、外環の地上部街路につい

て。２００８年、外環の地上部街路の検討の進め方といったふうに、図面も伴ったものが

東京都から出ていますよね。一部は国と東京都と一緒なんですけれども、それらのこれが

丁寧に見ていくとやっぱり違っているんですよ。その違っていることにどれも正しいとお

っしゃるんだったら、違っていることに、その背景に理由があるのか。それともまあ私は

それを期待しているんですけれども、単にそのようなことになっちゃっているのか分かり

ませんが。これって結構大事な問題なんですよね。今おっしゃるように、この最後の右下

のもの、時で言うとすると最後のこの平成２０年、２００８年に出た外環の地上部の街路

についての検討の進め方という、この私から言うと結構訳の分からない、しっかりしたパ

ンフレットの図面がこれなわけですね。これが東京都が出しているものだから正しいと言

われると、私なんかやっぱりとても困ります。これはやっぱり違っているんじゃないです

かね。
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（司会）

今のは質問ですか。ご意見ですか。

（西村）

意見でいいです。

（司会）

はい、濱本さん。

（濱本）

両方とも正しいと言われたんなら、それは結構です。私どもは、これは東京都の一番下

の図面は間違っていると。作為的につくったという意味で私は認定します。それでよろし

いですね。東京都さん。

（司会）

はい、小口さん。

（小口）

東京都としての説明は先ほどさせていただいたとおりです。ただ、住民の方がいろいろ

なご意見もあるかと思います。濱本さんのほうのご意見として伺いたいと思います。

（司会）

はい。ありがとうございました。それでは古谷さん、どうぞ。

（古谷）

そういう点でですね、行政というものは自分の解釈で、あるときポッと替えて、それで

それが正しいということでやっていけるものなんですね。つまり、その意味では、あると

き突然パンフレットが変わっていたって大体の人は気が付きません。殊に後になってこう

いうもっと深い議論ができるようになって初めて、ああこうなっているんだって。そうい

う形のうっかりミスか何かかもしれませんけれども、または丁寧に知らせるために書き換

えたかもしれませんけれども、それを出すときに、はっきりこうなっていますということ

を少なくともパンフレットにはどこかに書いてある必要があるでしょうし、それから、会

合するときだったら、そのときにちゃんとそちら側から言うのが当たり前だと私は思うん

ですね。それがですね、そのままずっといっちゃって、ある意味ではそれはみんなが、こ

れは本当だと。殊に後から関心持った私なんていうのは、それが本当だと思う。だけど、

その先見ると、何だこれ全然違った解釈ができるじゃないか。だけど、それについては何

も書いていないんですね。これまで。それから、都の側からも説明したこともない。その
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意味では、これを出して、それでみんなのいわば閲覧、縦覧ということでもって住民は納

得したと解釈するのがある意味では政治のやり方なんですか。そこのところがね、なんて

いうのでしょう、日本の民主国家というのはますますここのところで訳の分からないこと

になっていますけれども、住んでいる住民が知らないで、それで行政、その政策を実行で

きるのか。それがまた今度は住民の意見を聞いたということになっているのか。これはち

ょっと先の私のところにも関連しますけれども、その中でもですね、住民の意見を聞くと

いって、そのまま先に進んじゃっている。聞いたというのは、私たちはこう解釈します。

（司会）

古谷さん、少しまとめていただけますか。重複しないように。時間の問題がありますの

で。

（古谷）

私はこう解釈します。住民の意見をとにかくその中で聞いてどうだということで、それ

を取り入れた。それはネガティブかもしれませんけれどね。だけども、そのことすら住民

は何も意識しないような状態で。これは聞く機会を持ったということを聞いたという格好

で出ているのがほとんどのような気がするんです。それは行政じゃないと思うんですが。

（司会）

はい。ありがとうございます。これは古谷さん、ご意見でいいですよね。

（古谷）

はい。

（司会）

はい、糸井構成員。

（糸井）

この図面が間違っているという濱本意見について、東京都は濱本さんの意見だというこ

とをおっしゃいましたけれども、これは私ら全員の意見ですよ。当初からこういう言い方

なんか全くしていないから、みんなこういう言葉が出てきたときにびっくり仰天するわけ

ですよ。だから、それはね、やっぱりきちっとしないと、一番基盤になる問題ですから、

はっきりしないとまずいと思いますね。

（司会）

はい。ありがとうございました。ご意見ということでよろしいですよね。ちょっと私の

意見でいいですか。私の意見は言っちゃいけないんだけど、いいですか。
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濱本さんが本来訴えている一体というのが、この図面だけの話じゃないんですよね。基

本的な考え方でしょう。だから、この図面だけで議論をどんどんどんどんしていっちゃっ

てもなかなか難しいので、まあ時代時代によって図面が違うというのは非常にまずいこと

はまずいんですけれども、先ほど小口構成員がおっしゃったように、決して変な意味合い

を持ってやっている。まあそれ言っちゃうと、もう言った、言わないになっちゃうんです

けれども。まあそういうことですので、濱本さんがおっしゃっている一体というのは、こ

の図面だけで話している話じゃないというふうに私は思うんですけれども、それでよろし

いですか。はい。濱本さん。

（濱本）

私がその一体化というのは図面だけじゃないんですけれども、今、司会者さんが指摘さ

れましたけれども。だけど、この図面が基本なんですよ。一体化の説明をするときに。こ

の作為というのはね、この一番下の東京都の平成１７年につくったのは、もう完全に別だ

ということを説明するような、認識させるような図面なんです、これは。どなたが見ても。

皆さん言わないだけで。なぜその昭和４１年につくった図面を、あるものをね、東京都

も国も。今日は国が来ていないんで私は質問できないんだけれども。なぜこれ使わないで

こんな勝手、この図面を使わなくちゃならなかったっていう、そういう疑問があるわけで

すよ。これから私の１１項目の質問に対して答弁いただくんだと思いますけれども、だけ

ど、これが基本で、一体化の基本だという図面から説明していかなければならないのです

よ、あなた方が納得しないから私はそう言っているだけで。皆さんのために、私の説明に

ついてなぜ一体なんですかということを私は説明をし、皆さん方に納得していただきたい

し、また東京都にもそういうことについて了解いただきたいと思うから私はここから、図

面から入ったわけですよ。今の意見、中村さんの質問でね。ですから、そこのところをよ

く含んで回答してほしかったんだけれども、私の意見は濱本の意見だということで、もう

切られちゃいましたけれども、私はそういうことじゃないと思いますよ。

（司会）

はい。分かりました。それでは、今、濱本さんからおっしゃいましたように、質問が前

出ておりますので、これは安西構成員、回答をよろしくお願いします。

（安西）

それでは、濱本構成員の提出資料にある確認事項および結論について東京都の回答をと

いうことですので、やや簡単になってしまいますが、まとめてご説明したいと思います。

まず１点目、この話し合いの会は外環の２について話し合うことが基本であるというお

話がされております。これについては、東京都としまして第１回の話し合いの会において、

座間からご説明差し上げたとおりでございます。この話し合いの会は、外環の２の都市計

画に関する都の方針を取りまとめる一環として、地域住民の皆様のご意見を聴くために設
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置しているものです。

次に、２番の今まで議論のあった外環と外環の２の一体計画についてでございますけれ

ども、先ほどから申し上げているとおりになりますが、外環本線と外環の２は別々の都市

計画として決定されております。このため、一体の構造図を一体の都市計画として定めた

ものではございません。なお、第３回の話し合いの会で再確認するとしました、審議会で

外環の２に関して協議した記録についてですけれども、第４回の話し合いの会において、

都の構成員から、審議会および特別委員会の議事では外環の２の個別路線に対する質疑の

記録は見当たりませんでした、と回答しております。

次に３つ目でございますけれども、濱本構成員の資料の図面、後ろから２枚目でしょう

か、道路計画についてという資料でございますけれども、こちらの資料から、当時から外

環本線、外環というのは４０メートルというふうに指導されてきたというお話でございま

す。これについては、濱本構成員の提出資料について私どももいろいろ探しまして、これ

はどうも都側で作成したものではないようなものですから、当時職員がどのように説明し

たのかということについては分かりかねます。この資料は濱本構成員がおっしゃるとおり、

道路計画の隅切についてご質問されたということですので、当時、都の職員は、都市計画

道路の範囲と建築制限の内容について説明をしたものと思われます。

４番の、第４回、第５回の話し合いの会での主な議論、都の態度というところで、資料

が出てきていないというようなことでございます。特に、昭和４１年の都市計画の関係の

資料についてのことかと思われますけれども、これについては、私どもとしても可能な限

り全て出しているところということでご理解いただきたいと思います。また、今後、外環

の地上部街路の必要性を検討するためのデータを順次、説明をしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

最後に、濱本構成員の資料にあります７ページの結論のところに、昭和４１年に決定し

た外環の２については条件を付けずにまず廃止すること、ということが述べられておりま

して、これに対する都の考え方について述べさせていただきます。都は現在、外環の地上

部街路の必要性、あり方について検討を進めている段階でございます。このため、外環の

２の都市計画を無条件に廃止することはできません。この話し合いの会などを通じて広く

意見を聴きながら検討を進め、外環の２の都市計画に関する都の方針を取りまとめていき

たいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。簡単ですが、以上で終わらせてい

ただきます。

（司会）

はい。ありがとうございました。はい、濱本構成員。

（濱本）

その質問の１１点、全然回答がないというのはどういうこと。
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（安西）

すみません。濱本構成員の資料の４行目に確認事項およびまとめ事項に基づく結論につ

いて、都の回答をということでしたので、今、確認事項を４点、そして、最後の結論につ

いての都の考え方を述べさせていただきました。

（濱本）

１１項目ないよ。答弁できないの。質問になっているでしょう。他のは。

（司会）

これ、１１項目について、まとめて今回答いただいた形になりますか。

（小口）

よろしいですか。

（司会）

はい、小口構成員。

（小口）

申し訳ございません。１１項目というふうに濱本さんには言われておったんですが、資

料を拝見させていただきまして、読み込ませていただきましたところ、確認したいという

ことと、あと、まとめについて答弁するということで、私どもとしては、１１項目のとこ

ろについては主張ということになっておりましたので、それをまとめて回答させていただ

いたというところでございます。逆に、ご意見に見受けられるところもございましたので、

大変恐縮でございますが、濱本さんのほうでご不明な点ですとか、ご不審な点がございま

したら、今ご質問いただきましたら、私どものほうで、その件についてはお答えをさせて

いただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。

（司会）

はい。では濱本さん、そういうことですので。ただ、簡潔にご質問していただきたいと

思います。

（濱本）

ちょっと皆さんよろしいですか。質問して。時間の問題もあるしね。私ばかりお話する

のもあれだと思うので。よろしいですか。じゃあその１１項目、もう一度説明しながら、

やりながら言っていきたいと思います。まず最初に、主張の１１項目の前にですね、前段

に、ＰＩ協議会だとかＰＩ会議で議論を行って参りましたが、東京都はどのような認識を

持っていますかって。これについて答弁をしていただきたい。まずそれをお聞きしたい。
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まあその辺についていろいろ細かいこと書いてありますけれども、これは省略します。

２番目に、資料の件ですけれども、このことについては私は交通量とかね、それからＢ

／Ｃのことについては全然触れていないんですけれども、そういうことについてもですね、

必要性の議論として必ず必要だと思いますので、このことについて未だに出ていないとい

うことをまず言っておきたいと思います。

それから、２番目のことについては、なぜ外環が４０年間も凍結されたかということに

ついても、私、意見として申し上げておりますけれども、それが今回の場合は東京都はで

すね、防災という考え方ということで、増税をしてでも外環をやりたいと。外環の２をや

りたいというような言い方をしていますけれども、このことについてはちょっと疑問を持

っていますので、東京都の考え方を聞きたいと思っています。なぜ外環計画は４０年間も

凍結されたと思いますか。

それから３番目が一番大事なことなんですけれども、外環本線はなぜ地下化に大深度で

計画しなきゃならなかったかということについて、東京都はどういうふうに考えているん

ですか。ここの説明は細かく書いてありますけれども、私どもは先ほどから図面で申し上

げているように、一体計画で行われていると、また造られてきたという考え方で、なぜ外

環の本線が地下にしなきゃならなかったか。これは東京都としても非常に大変なことじゃ

ないかと思うんですよ。石原さんも記者会見で発言しているように。これは簡単に言うと

ですね、４０メートル幅で何にしろ外環の２にしろですね、本線にしろ、この外環計画が

４０メートル幅の幅員でやるとすれば、まず、まちが分断されるということで反対したん

ですよね。４１年間。それが一番大事なことなんですよ。それがね、大深度になって、外

環の自動車専用道路が地下化になって、残ってまた外環の２がですね、４０メートル幅で

やるというようになると、これはまちが分断されるんですよ。そうでしょう。そのことに

ついて皆さん、東京都はどういうふうにお考えになっているんですか。だから、そういう

ことで私は外環の必要性はないということを認定しているわけですよ。

それから、この４番目のことですけれども、ちょっと上とからむ、同じことをちょっと

述べておりますけれども、昭和４１年の都市計画の計画はもともと地上計画のものであっ

て、外環の２だけが地上部分であったわけではないんですよ。そのことを含めて考えない

と、地上の街路、地上の街路と言いますけれどね、もともと昭和４１年の計画というのは

全部地上なんですよ。だから、地上街路というところを強調していますけれども、そうじ

ゃないでしょうって私は質問しています。その中で申し上げたいのは、この外環の計画が

ですね、もう外環の本線が、自動車専用道路が外環と地下化と、すなわち大深度地下とな

ったのだから、その機能は全て大深度法で行われたということであれば、外環の２の計画

は、もう計画なき計画だろうということで、これはつくる必要ないということであります。

それから、外環の２に対する存在する価値なんですけれども、東京都は道路のネットワ

ークの一環としての必要を主張していましたよね。確かに東京都の審議会においても昭和

４１年にもネットワークという様に言われていた部分もありましたが、ネットワークとは

書いていませんけれども、そういうような内容のことでは載っておりますけれども、もし
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ネットワークと言うならば、なぜ東名までやらないで東八の道路で止めちゃってですね、

東名以降については計画が違うからといって廃止したのか。その辺のこと、ネットワーク

ということの考え方が非常にあいまいじゃないかと。だから、これからもまた話が出ると

思いますけれども、練馬の１キロについてもそういうことから問題が起こってくるんじゃ

ないかと思っています。そういうことを質問しています。

それから、５番目についてはですね、こういうふうなことについていろいろ私どもはい

ろいろ関わってきましたけれどもね。凍結宣言の後に、私どもと初めて東京都と国からの

誘いでですね、住民との話し合いをさせていただいた。それが一番先の話し合いなんです

よ。その後にいろいろあって、ＰＩ協議会、大臣の遺憾の意の表明によってですね、ＰＩ

について話し合いをしようと、住民と話し合いをしようというような形になってきたんで

すけれどもね。しかし、この基本的な考え方として、今までの東京都の考え方だとか行動

についてはですね、私どもは一方的な理不尽な、不条理な行為だと私は本当に怒りを抑え

きれないんですよ。もっと素直に、今の、先ほどの図面の話でもそうだけれども、どうし

てもですね、答弁、こじつけてやろうとするから、だんだんだんだんあなた方、東京都と

ね。信用度がですね、なくなっていくんじゃないかと、こういう心配もしています。今回

について。だから、その辺のことについてどう考えているのかということです。

それから、６番目は同じことですから申し上げませんけれども、まあともかくその外環

の２については、今現在では死んだような状態ですからね、これはもう外環の必要ないと

いうことを申し上げたいと思います。６番目のことについて申し上げるならば、もうちょ

っと練馬の道路の進捗状態ですけれども、何回も私、ＰＩでもお話聞いていますし、この

間、ここでも質問したんですけれども、練馬の道路はですね、練馬区内の南北道路の計画

のこの進捗状況もまだなかなか分からないんですけれども、この練馬区の南北道路の計画

がですね、完全に完成すれば、外環の２だとか外環本線は本当はいらなかったんですよ。

それで、その一つの例として武蔵野市にからんでくるのは、武蔵野３－４－６という東

京都の都市計画なんですけれども、まあ東急大通りですですけれども、これ立野町で止ま

っているんですよ。これの武蔵野市もですね、この立野町までやるのに大変な努力をした

わけですよ。基本的には都道については武蔵野は協力しているのですよ、それから今の東

急大通りの境ですけれど、東京女子大通りと交差する場所については、強制買収までして

東京都に協力していますよ。そして、立野町から練馬区についてはつくるというような前

提で東京都は協力してくれということで武蔵野市はつくったんだけれども、練馬区のこの

立野町から全然この計画が動いていないんですよ。これも南北道路ですけれどね。こうい

うことについてもね、きちんといつやるんだと、いつから計画がどうなっているのかとい

うことも、私は何回も質問しているんですけれども、これ回答が出ていない。これは大変

なことだと思いますよ。

それからもう一つ、７番目にいっているのは、これは外環の２と、今度の新しい都市計

画の問題なんですけれども、今度は大深度地下に平成１９年に都市計画が変更になりまし

たね。その中で武蔵野地区はですね、ここに書いてあるように、立体構造の範囲の決定に
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なっているわけですよ。この１キロ、武蔵野地域はね。もちろん大深度地下に入っている

ところは皆そうなんですけれども。この立体の範囲の公道のところはですね、簡単に言う

と、今、外環の２のために制限されている建物、建築はですね、法の変更によってですね、

３階建てが建てられるんですよ。地下１階とか堅固な建物も。しかし今は建てられないん

ですよ。それは、せっかくね、この平成１９年にその法律が決定して施行されてもう動い

ているんですよ。それだったらなぜこの法律がですね、生かせていかないのか。外環の２

があるためにできないんですよ。それで今もね、計画の範囲の中にいる皆さんが建物を建

てるときには、やはり制限があるわけですよ。コンクリートの建物はダメだとか、地下は

ダメだとか。これは何のために平成１９年に都市計画変更したんですか。だから、そのた

めにもこの外環の２はもういらないということなんですよ。

それから、８番目は、これは石原さんが知事をお辞めになられましたからここで言うの

は失礼かと思いますけれどね、だけど、これ基本的なことでね。石原さんの言っているこ

とは、東京都の最高責任者でしょう。前回とか前々回の話を聞いていると、石原さんの言

っていること全然無視している様な答弁を東京都の職員は言っておりますけれども。

この内容についてよく読んでいただければ分かるように、外環の２についていろいろな

こと書いてあるわけ。言っているわけですよ。簡単に言えば、上の外環の２というやつは

いらないと。消してくださいと。それで、今やる外環の２と同じようなものを、新しい道

路は新しい都市計画でやると言っているんですよ。これでもし不幸にしてですね、犠牲に

なる方もいるでしょう。これはやむを得ないと、こう言っているんですよ。これは新しい

道路だと言っているわけ。私もこの間から皆さん方の言っているその３点セットは、新し

い道路の計画の案であると言っているんです。こういう石原さんは知事として言っている

ことをきちんとね、皆さん方はどういうふうにお聞きになっているのか。それで、皆さん

方の答弁は、小口課長さんだけの考えなのか、東京都の最高責任者までの、話し合ってき

ちんとした答弁になるのか、その辺をまずお聞きしたいと思っています。

それから、私の都市計画を受けた内容ですが、この別紙について図面は、書類はですね、

これは私が昭和５２年１２月１２日に東京都へ行って聞いてきた内容をメモしたものです。

これはメモするということはですね、言った言わないということで、後ほどいろんなこと

で問題が起こることがあるので、私もちょっと商売的にこういうことをやっていましたも

のですから、メモを取ってきました。それで、今方、先ほど小口さんちょっと答弁ありま

したけれども、係長が答弁しましたけれども、このことについてはですね、簡単に言うと、

もちろん隅切のことを聞いたんですけれども、隅切の前に、この東京都の都市計画はどう

いう計画ですかという、ただ外環計画であって幅員が４０メートルというふうにきちんと

当時の係長の能勢さんが私に答弁されたわけですよ。おそらく私は名刺交換していると思

います。能勢さんという名前がこのメモに。このメモは、当時、昭和５２年に取ったメモ

をそのままつけてありますから。これは古いところから出てきたので、そのまま皆さんに

お見せしたんですけれども。まあそれは言葉で言えばよかったんですけれども、こういう

ふうにメモがありましたので、皆さん方に披露して確認していただきたいと。ですからね、
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このときに昭和５２年のときの例えば建物を建てるために、武蔵野市とか、あるいは小平

の合同庁舎で答弁できないことは、全部、東京都の都庁へ行って聞いてくださいというの

が外環のこの計画の内容なんですよ。それで私が一番最後に行ったのは東京都庁なんです。

武蔵野市も答弁できなかった。小平の合同庁舎に行っても答弁できなかった。東京都庁で

聞いてくださいと。それで本庁へ行ってこれを聞いたんです。そのときに聞いたときに、

都市計画は外環計画ですよということと、幅員４０メートルですよと、明確に言っている

わけです。これはもし私が新築を建てる、私が道路計画に入っていて、建てる場合は、こ

れはこのことについて４０メートルということで、もしかかっているかかかっていないか

ということは、この能勢さんが言った答弁によって４０メートル幅だということになるわ

けですよ。ですから、これはあなた方がいくら外環の２とは法律が別だと言ってもですね、

一体じゃないと言っても、これからいって一体なんですよ、もう。この昭和５２年ごろの。

そうでしょう。そういうことについてはあなた方はどう考えるんですかと私は聞きたいわ

けですよ。

その後いろいろありますけれども、そういうことで最終的に、今申し上げたように、外

環の２は必要じゃないということで決定にさせていただきたいということと、最後にもう

一つは、そのことについて今日お集まりのほかの構成員の皆さん方の意見を聞いて拡大会

議をやっていただきたいと。これは要望に書いてありますからね。ここで審議すれば開催

することができますので、それをご確認いただいて審議していただきたいということです。

（司会）

はい。分かりました。東京都さんにちょっとお願いしたいんですけれども、質問者から

回答になっていないと言われちゃうとね、これはちょっと問題があるので。ただ、回答が

ね、質問者の意向に合うかどうか、これは別ですよ。別であっても回答は回答でまとめて

いかなきゃいけないと。そのためには、やはりこれだけの文章を出した人と、まあこれは

意見ですねっていうふうに片付けちゃわないで、やはりヒアリングをしてね、濱本構成員

が出したものについて１件１件、時間があるわけですから。まあ忙しいと思いますけれど

も。もう少しヒアリング等してね、それでまとめていかないと、もうこれだけで２５分無

駄に使っているんで。

（濱本）

無駄じゃないよ。

（司会）

無駄という意味はそういう意味じゃないですよ。要するに、そういう意味じゃないんで

すけれども。まあ時間が経過していっちゃうということもありますから、もう少し事前に

きちんとしたヒアリングをね、質問者に対してやっていただけませんか。そのうえで回答

を用意するというふうにしていただかないと、この２時間の中で議論していっちゃうとな



33

かなか難しいと思いますので。はい、小口さん。

（小口）

今の司会者の要望というか、指摘ですが、私ども今後しっかりそういうことに気をつけ

てやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

（司会）

はい、糸井さん。

（糸井）

今の濱本質問についての回答は、最後のね、無条件廃止はできないということだけです

よ。ほかの意見は全く意味のない回答ですよ。少なくとも今、司会者が言ったとおり、は

っきりと質問者は１問、２問、３問、それぞれ違った意味で質問しているわけだから、一

つずつ１番はこう、２番はこう、五つで全部をまとめて発言するっていう言い方はないで

すよ。それは説明責任ではないよ。はっきり言って。再質問の中身と回答した中身は全然

合ってないじゃないですか。それはまずい。ダメよ。やっぱり。

（司会）

はい。分かりました。濱本さん、何かありますか。

（濱本）

彼が言ったこと、そのとおりだと思うよ。

（古谷）

先ほどの小口さんのご説明なんですが、東京都には資料がない。こちらはずっとこれに

関わってこられた方がいる。どっちが信用できるんですか。資料がないということが正し

いというふうにいつでもおっしゃるんだけれど。

（司会）

回答、必要ですか。

（司会）

はい。小口さん。

（小口）

多分、構造図の話をされているのかと思いますが、何度かお話しさせていただいたんで

すけれども、法定図書として都市計画決定された断面図はございませんと申し上げたと思
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っております。

（司会）

はい。ありがとうございます。ちょっと時間もあれですので。はい、濱本さん。

（濱本）

今日のね、レジュメで。「その他」で２０分取るでしょう。もうほとんど時間ないんです

よ。あと５分や１０分で答弁聞いたって、私は信用できるような答弁出てこないと思うし、

この辺、司会者、どういうふうにやるのか、ちょっと、やり方の方法だけでもいいですか

ら決めていただいて、どうしてもダメだったら次回継続してやりたいと思いますけれども。

（司会）

はい。先ほど私が言ったようにですね、もう一度よくヒアリングをするというふうに私

は希望しますけれども。それである程度整理をしてね、整理をしたうえで。まあ質問者の

意向に合う合わないはこれはありますよ。ありますけれども、回答は回答だという形で、

よく整理したうえで、どういうものを、どういうことが聞きたいのか、どういう質問をし

ているのかというのを、まあなかなか読み取れない部分もあると思いますので、これは１

回ですね、大変忙しくて申し訳ないですけれども、質問者にヒアリングをしていただいて、

それで、そこで少しすり合わせていただくと。何を聞いているのか。どういう回答を求め

ているのか。まあ回答が意向に合う合わないは別ですよ。合う合わないは別だけど、何を

求めているのかをよく整理していただいて、次回以降にまたこれをもう一度やらざるを得

ないなというふうに思うんですけれども、どうでしょうか、皆さん。

はい。それでは、また次回以降にこのことについてはまたやりたいと思います。次に入

りたいと思いますけれども。まだ２０分あるから。それでは、大変申し訳ないですけれど

も、城戸構成員か黒木構成員の質問で、説明だけで終わっちゃうんですけれども、どちら

か時間で１０分ぐらいで終わる方、終わるほうがあればちょっとやってもらいたいんです

が。どちらか。できませんか。できなければまた次回にしていただきますけれども。

（司会）

はい。じゃあ資料１０－５について説明をしてください。え－と、これは…。

はい、城戸構成員。

（城戸）

資料１０－５というのはですね、私の質問に対する回答が含まれているんですね。大部

分はそうなんです。ですから、これを先にやるというのはおかしいです。
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（司会）

どうですか。小口構成員。もう時間もあれですので。黒木さんも難しいですよね。今の

段階ではね。

（黒木）

はい。

（司会）

城戸構成員の方も難しいですよね。はい。分かりました。資料１０－５については、今、

城戸構成員から、「私の質問に対する回答にもなっていくので控えてほしい」というご意見

がございましたので。城戸構成員、黒木構成員の説明が終わった後にやらないと、やっぱ

り部分的に重なっていますので、これについて今日はできないということで、「その他」の

ほうへ。

２点ほど、準備会の中でも何か２点ほど話をしたいという意見がございましたので、そ

ちらの方に移りたいと思います。進行がまずくて申し訳ありませんけれども。じゃあ「そ

の他」の方でご意見がある方。時間が２０分ぐらいしかありませんけれども。

はい。大島構成員。

（大島）

私は前回の話し合いの会の最後のときに、問題提起だけさせていただいて時間が来てし

まったのですが、その際申し上げたかったのは次のようなことです。外環の２の練馬側の

１キロ部分について、昨年の９月に都が、外環道整備で既存道路がこじれてしまい、これ

をつなぐことが必要であるという理由から、国土交通省の認可を受けて事業着手を表明さ

れたという事実がございますね。以下、主として、３月２８日の朝日新聞の記事によって

述べてみたいと思うんですが。簡単に申しますと、その記事の内容は、この１キロ部分の

認可の取り消しを求める訴訟を、地権者５人が３月２６日に東京地裁に対して起こしたと

報じております。そこには三つの理由がありまして、一つは、外環の２は外環道の高架を

前提にして計画されているものなんですけれども、地下化でその前提は失われたんではな

いかと。これが第１点。それから第２にですね、地下化の目的は地上への影響を少なくす

るためにあるんだということで、地上の道路をつくるということはその目的に反するんじ

ゃないかと。それから第３に、計画再検討中の道路を一部事業化するというのは違法では

ないかと。これらの理由から国にその事業認可の取り消しを求めていくという内容であり

ます。原告の１人は、その記事によりますと、自然豊かな石神井公園のすぐそばを通る計

画であると。道路が通れば子どもたちが安心して公園にも行けなくなるんだというふうな

ことを訴えている。

また、さらに付言しますと、既存道路が途切れて、これをつなぐ必要があるという、そ

の都側の論拠、これはまあ別な新聞記事によりますと小口さんがそういう説明をなさった
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ということなんですが、地元のほうで作業された地図があってですね、実はそんな地上の

寸断というものは必要がないというか、既に問題にはならないものであるというふうなこ

とが言われているんですね。

私の質問はまず当事者として、都はこの提訴に対してどういう対処をなさっているのか

と。それから第２にですね、この訴訟の結審まではですね、もう今まで新聞等ではやるん

だやるんだと、決まったんだんというふうに伝えられているこの１キロの部分について着

工がちょっとできないんじゃないかというふうに考えるんですけれども。まあこの２点で

すね。この２点についてお答えいただきたいと思います。

（司会）

はい。これは答えられないでしょう。やれますか。じゃあ、確認だけ。

（小口）

今、大島さんのご質問の中に当事者という言葉があったと思うんですけれども、その当

事者というのは、裁判の当事者ということでございますか。

（大島）

はい。当事者じゃないんですか。それじゃあ。関与していらっしゃるということは事実

ですよね。

（小口）

いわゆる裁判のことに関しての東京都の立場をご説明すればよろしいでしょうか。

（大島）

そうですね。

（小口）

はい。分かりました。それでは、一つ目の、東京都はどういう形で関わるのかといった

ようなご質問だと思います。東京都は国から申し立てを受けまして、参加人としてこの裁

判に関わっております。二つ目として、着工はできるかできないのかといったようなお話

だと思います。これについては、今後、裁判がどういう形で進んでいくのかということも

分かりませんので何とも言えないところでございますが、一般論として、差し止めという

形になっているわけではございませんので、事業は進めていくのではないかと。間違って

いたら申し訳ございませんが、一般論でお答えさせていただきます。

（司会）

はい。ありがとうございました。ほかにございますか。もう１点、何かありましたよね。
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糸井さん、どうぞ。

（糸井）

まあ今日の答弁とやり取りを見てもそうなんですけれども、やっぱりフィットした話し

合いになりませんよね。それと同時に、この構成員というのは、まあ２０人いて物理的に

意見を聞く範囲がこれ以上だと難しいというようなこともあって２０人ぐらいにしたと思

うんですね。しかしながら、もう十数回やって、まだほとんど進められていないというこ

とを鑑みると、後ろにも非常にたくさんの傍聴者がいる。本来こういうものはすべからく

地域住民、あるいは関係者の意見を聞くというのが筋ですから、前にも私はご提案したと

思うんですけれども、早急に地域全体の意見交換会をしてほしい。傍聴者の中には構成員

とは違った意見を持っている人もいる。そういう人の意見も当然聞かなければいけないと

思うんですね。そういうことを含めると、是非早急に全体意見交換会をやってほしいとい

うのが一つ。

それから、こういう会でこのくらい多くの傍聴者がいるのも珍しいと思いますし、構成

員の中からも質問、あるいは疑問がたくさん出ていると同時に、傍聴者の皆さんも質問や

意見がたくさんあると思うんですね。しかし、終わるとすぐ片しちゃって、意見を書く時

間もないというふうなこともありますから、意見書を見ると五つぐらいしかありませんよ

ね。もっともっとたくさんあると思うんですね。そういうことを考えれば、傍聴者からの

意見聴取あるいはその方法をもう少し工夫したことを考えていただきたい。まあこの地域

のコミュニティセンターなんかを活用するのも一つだし、あるいは、市役所を活用するの

も一つ。まあいろいろあると思うんですけれども、その辺もう少し全体の意見を聞くとい

うことも大事だと思うので、その辺をお考えいただきたい。

（司会）

関連ですか。はい、古谷構成員。

（古谷）

はい。今、ご意見カードのことでちょっと出ましたね。今までは私どもにはコピーその

ものは来たんですけれども、まとめだけなんですよね。今回はね。まあ事務的な問題であ

ると。そういう点ではやはりこれからそういう具体的なコピーを見せていただきたいとい

う気がします。

（司会）

はい。これは事務局の方で検討するということでよろしいですか。はい、河田構成員。

（河田）

関連してなんですけれども。それで、傍聴の方がね、ご意見を書いていただけるんです
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けれども、実は、会議の最中で書くというのも、なかなかこれは話を聞きながら、見なが

ら、それでまた別のことを書くということになると大変なので、会が終わってから振り返

ってみてこういうことを書きたいという方が多いようなんですが。会が終わった途端に、

もう机がバタバタ閉じるし、まあ要するに、きちんと書くような雰囲気が保たれていない

というんですね。それで、これは私の記憶では、今から３回か４回目ぐらい前だと思うん

ですけれども、当日の箱の中に入れるだけではなくて、翌日でもファクスとか郵送でも構

いませんよというお話があったようなんですけれども、現実にはそれ以降実行されていな

いし、あるいは、そういうアイデアを皆さんに周知させるというようなアクションも取ら

れていないというようなことなので、非常に傍聴の方は今困っていらっしゃるんです。で

すから、今ほどの事務局で配慮という中に、しっかり時間をかけて質問書を書く時間、場

所というものを設置していただく。あるいは、先ほど糸井さんの中にはコミセンも活用し

てというのがありましたけれども、翌日等でですね、コミセンのほうに書いたものを届け

れば、コミセンが仲介をして、それをまとめて送って、東京都に送るとか、何かそういう

方法を考える必要があるんではないかと。私はちょっと具体的なことを申し上げますけれ

ども、そういうふうなことを次回具体化して皆さんに諮ってというか、進めていただける

ようにすれば、かなりもう少しフラストレーションが減るのではないかという気が私する

んですけれども。

（司会）

はい。ありがとうございます。事務局にお願いしたいんですけれども。次の事前会議で

これについてはまた調整させていただいて、次回の会に反映できるようにできればなと思

うんですけれども、どうでしょうか。はい、小口構成員、どうぞ。

（小口）

すみません。構成員としての立場でご発言をさせていただくというより、今回、事務局

として発言をさせていただきたいんです。まず、傍聴者の意見をしっかりと取るべきだと

いうご意見、それは至極ごもっともな意見だと思っております。会場の都合もありまして、

９時になってしまうと追い出してしまうというところが見受けられるのですが、大変申し

訳ないなと思っております。今後、どういう形で改善できるかということは、もう少し事

務局で考えて、できる限り、しっかりと皆さんの意見を書いていただけるような機会を設

けたいと思っております。

ただ一つだけ、先ほど古谷構成員から、そのものを配布してほしいというようなお話が

あったかと思うんですが、そのものを配布するということに関しては、字体だとかで本人

が特定されてしまうと、そういうことがいやだという方も多分傍聴の中にはおられるのか

もしれません。そういったこともできれば避けることによって、より一層自由なしっかり

とした意見がいただけると私ども思っておりますので、そういったことがないように、私

どもとしては一字一句間違えないように打ち直してお届けするということはお約束させて
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いただきたいと思います。

ですので、先ほど河田構成員からも、コミセンを利用したらどうだというご提案があっ

たんですけれども、コミセンだと今度は、コミセンに送る人はそれを見られてもいいとい

う人なのかもしれませんが、現実的にはプライバシーというか、字体が分かってしまうよ

うなことで、ご本人が分かってしまう、特定されてしまうというのもありますので、その

辺のところをどういうふうに解決するのかというのはしっかりと私ども検討してみたいと

思っております。

それともう１点。拡大会議というか、全体会議ということを糸井さんからご提案があっ

たかと思います。この件につきましては、西村さんをはじめ皆さんから、もうこんなに長

くやっているんだから、中間的に１回やったらどうだというようなご意見をいただいてい

るものでございます。そのときにも東京都として考え方をお伝えしたと思いますが、現時

点でもその考え方は変わってございません。この話し合いの会において、掘り下げた意見

交換を行い、要はそれを明らかにしたうえで、広く武蔵野市民から意見をいただきたいと

考えてございます。

皆さんから、多くの方から意見をいただくということを私どもは考えてございまして、

しっかりと話し合いの会で議論を進めて、掘り下げて、それを明らかにして、公表して、

それを示しながら多くの方からご意見をいただきたいと考えてございます。その機会は必

ず取ろうと思っておりますので、ご理解いただきたいと思っております。

（司会）

はい。黒木構成員、どうぞ。

（黒木）

すみません。ちょっと今の件じゃないんですけれども。その前の大島さんの件について

ちょっと追加質問させていただいてよろしいですか。

大島さんの意見の中で、ちょっと知識不足でちょっと教えていただきたいんですけれど

も、今回の練馬の１キロ問題のところなんですけれども、これって道路に認可したのは国

が認可したというふうな感じになっていることをおっしゃいましたよね。ということは、

これは都道ではなく国道なんですか。そこがちょっとはっきり分からないのと。

なぜ、都でやっているんだったら都が認可でできるんじゃないかなと思っていまして、

その辺がまず分からないのもあってお教えいただきたいんですけれども。

それと、もうこれも意見に近いんですけれども、やっぱりその練馬の人たちもそうやっ

て一体化というふうに思ったわけですよね。一体化されているものだと。それを今まで知

らなかったということは、この武蔵野地区だけではなく、ほとんどの人が。都は一体化じ

ゃないと言いつつも、誰もじゃあ知らないということなんじゃないでしょうか。多分それ

は周知不足ということが本当にあって、それは本当に、一度、都のトップが謝罪するぐら

のことをやってもらわない限り住民が納得しないんじゃないかと思うんですけれどね。あ
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なたたちが今言ったとしても、それは全然説明不足であり、都のトップが一度謝罪するぐ

らいの気持ちを示してくれない限り、それは絶対に住民も納得しないような感じがするの

で、その辺のことをいっぺん考えていただきたいと思っております。

（司会）

はい。分かりました。二つのうちの最初のほうだけはちょっと回答いただけますか。２

番目のほうは意見ということで。

（安西）

外環の地上部街路の練馬の区間についてですけれども、事業を実施している主体は東京

都でございます。事業に着手するにあたって事業認可というものを取得する必要がありま

す。事業主体である都が国に事業認可を取得するために申請いたします。国が事業認可を

下ろすという形になります。今回、訴訟で被告になっているのは、その事業認可を下ろし

た国という関係でございます。

（司会）

はい。ありがとうございます。濱本さん、すみません。時間がないんですけれども、よ

ろしくお願いします。あと５～６分しかないんですけれども。糸井さん、お願いします。

（糸井）

私が申し上げた全体意見交換会について、小口さんは一通りまとまった段階でとおっし

ゃいますけれども、本来ここに来ている構成員のほかに、希望して落とされた人もいるの

が一つね。それからもう一つは、もともとこういう意見交換会をやっても出てくる答えは

同じだから、ばかばかしいと思っていて、本当はちゃんとした意見を言いたいけれども、

今回はやめにしたという人がいるわけですね。つまりそういうような人、もろもろいるわ

けだから、一通りまとまってからでは遅いんです。だから、私は是非早急にやってほしい。

本来こういう類の意見交換会は少なくとも半年とか、あるいは４～５回に１回はやるべき

ですよ。十何回もやってから、あるいはもっと過ぎてからやるなんていうのは遅いですよ。

（司会）

古谷さんからもう１件。事前に「その他」でやりたいというアセスの話も…。前回約束

しているアセスの回答について。安西構成員、どうぞ。

（安西）

前回ご質問いただいた武蔵野市の大深度に関する外環本線の環境影響評価について、環

境影響評価書のページ数のどこに記載があるのかというお問い合わせでしたのでお答えさ

せていただきます。まず評価について、大深度地下に位置するトンネル構造に関して、水
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循環においては、ちょっとページ数がややこしいんですが、９－５－４４～４６、５４～

５５、５９ぺージに記載がございます。また、地盤においては、９－７－９～１３等に記

載されています。ここで口頭で申し上げてもあれですけれども、環境影響評価書をご覧に

なる場合には、都民情報ルーム、あるいは東京都環境局、武蔵野市役所においては環境政

策課、まちづくり推進課などで閲覧できます。現在、外環本線については事業実施段階で

あります。この話し合いの会は地上部街路に関する話し合いの会でございますので、今日

は外環国道の職員が欠席しておりますが、詳細については外環国道事務所にお問い合わせ

いただけると助かります。以上です。

（司会）

はい。ありがとうございます。あと５分。

（古谷）

今のことでです。関連なんですが。

（司会）

はい。５分しかありませんけれども、よろしくお願いします。

（古谷）

今の水循環ですが、これはＰＩ会議でインプットデータが随分ひどいインプットデータ

で計算している。ということを私は指摘してあります。これはこの公開の期間よりはるか

に後ではありますけれども、そういうナンセンスなデータでアセスメントができていると

いうこと自体は伝わっていますか。

（司会）

はい、小口構成員。

（小口）

アセスメントに関しましては、いろいろな意見が出ておりまして、そういった意見に関

しては環境審議会でしっかりと議論させていただいたうえで、環境影響評価書というのは

できていると考えてございます。

（古谷）

いやいや。そのアセス書自体が…。

（司会）

それでは本日、時間もあれですので。
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（黒木）

すみません。１点だけちょっといいですか。

（司会）

はい。じゃあ黒木構成員、どうぞ。

（黒木）

すみません。手短に。さっきの答えなんですけれども、普通、都道をつくるにしても必

ず国の認可は必要ということなんですか。東京都側は。

（司会）

はい、安西構成員。

（安西）

必ずというわけではございませんが、今回、都市計画に定められた道路をつくる都市計

画事業として事業を実施しております。その際に、都が事業を実施する場合には、国の事

業認可が必要になります。

（司会）

はい。じゃあ、市施行もあれば、公団施行だとか、国施行、都施行と、施行者によって

いろんなものがあるので、１回ちょっと表にして構成員に配っていただけます？

（安西）

はい。

（司会）

誰が事業者、施行者になって、その場合には誰が認可をするのか。そういう問題が分か

らないようなところもあるので。ちょっとそれは整理して。今はもう議論しててもなかな

かあれですから。市がやる場合もあれば、都がやる場合もある。国が事業をやる場合もあ

る。公団がやる場合も。いろいろある。民間がやる場合もありますよね。ですから、そう

いうことを考えると、ちょっと１回整理して。ペーパー１枚で整理できると思いますので、

よろしくお願いします。それも構成員の方に配っていただきたいと思います。

黒木さん、それでいいですか。

（黒木）

はい。
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（司会）

本当に城戸構成員と黒木構成員には本当に申し訳ないです。また延ばしちゃって申し訳

ないんですけれども、是非次回はやらさせていただきますので、ご理解いただきたいと思

います。次回についての進行については、また事前協議の中で、濱本さんの問題もござい

ますので、順番については、私としては城戸構成員と黒木構成員の説明だけでも先に伺い

たいなというふうに思っております。もう７～８回延びていますか。大変申し訳ないんで。

（城戸）

１年半。

（司会）

１年半延びていますか。申し訳ございません。ですので、それをちょっと先にやってほ

しいと。やらさせてほしいというふうに事前協議の中では話をしたいと思います。それで

はすみません、進行がうまくいかなくて今日は全然進みませんでしたけれども。「まとめ」

をひとつよろしくお願いします。

（事務局）

それでは、事務局から本日のまとめをさせていただきます。まず、次第２でございます

が、構成員の皆様から第１４回の議事録、議事要旨についてご確認をいただきましたので、

公表させていただきたいと思います。また、次第３では、濱本構成員、西村構成員から提

出していただいた資料についての意見交換を行わせていただきました。その中で資料９－

５についてですが、再度、濱本構成員ともどのように回答するかも含めて、一度お話をさ

せていただきたいと思います。その中で資料９－５の一部にも含まれますが、多摩の都市

計画道路の整備方針の経緯についても合わせて回答するような方向で考えていきたいと思

います。また、ご意見カードのまとめ方についてですが、事務局として皆さんの意見を問

うことはよいことと思っていますので、そのやり方については再度検討させていただきた

いと思います。黒木構成員からご質問のあった事業認可の申請者と、あと許認可権者のお

話ですが、まとめて紙で配布させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

以上です。

（司会）

言葉と図でちょっと書いてもらうと分かりやすいので、よろしくお願いします。違う図

を使わないように、ひとつ。またもめちゃいますので。時間がないんですけれども。いい

ですか。よろしいでしょうか。じゃあ古谷さん、どうぞ。

（古谷）

濱本さんの１１項目について回答していただくということをまとめてくださいねってお
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っしゃいましたね。それもやっぱりまとめの中に入る？

（司会）

いや。今言いましたから。

（古谷）

はい。ごめんなさい。

（司会）

ですから、またよくヒアリングさせていただいて、整理したうえで、この会議の中で発

表させていただいて意見をいただくというのがいいかなと思いますので。

じゃあ次回是非、黒木さんと城戸さんには、もう１年半も提出してから時間がたってお

待たせしておりますけれども、まずそれをできればやりたいなというふうに思っています

ので、またこれは皆さんで調整して次第をつくりたいと思います。それではすみません。

事務局から何かお知らせ等ありますか。

（事務局）

最後にですね、次回の開催時期ですが、前回と同様に構成員の皆様と日程調整をさせて

いただいてご案内させていただきたいと思います。最後に、傍聴者の方には、先ほど話が

ありましたけれども、ご意見カードの記入提出をお願いしております。提出は出口に箱を

用意していますので、そちらに入れていただきたいと思います。それでは、これをもちま

して第１５回話し合い、武蔵野市における話し合いの会を終了いたします。お帰りの際は

お気をつけてお帰りください。以上です。


